
９ 島根県立大学短期大学部特別聴講学生規程 

平成 30 年４月１日 

島根県立大学短期大学部規程第 52 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、島根県立大学短期大学部学則（以下「学則」という。）第 40 条に規

定する特別聴講学生に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（入学の時期） 

第２条 特別聴講学生の入学の時期は、学期の初めとする。 

（履修科目） 

第３条 履修を許可する科目は、第４条に定める在学期間中に開講する科目とする。ただ

し、授業科目によっては、履修を許可しない場合がある。 

（在学期間） 

第４条 特別聴講学生の在学期間は、６ヶ月以上１年以内とする。ただし、特に事情があ

ると認められる場合は、１年以内に限り延長を許可することができる。 

（大学間の協議） 

第５条 特別聴講学生として他大学等の学生を受け入れるに当たっては、あらかじめ当該

大学等と協議を行う。 

２ 前項の協議は、次の各号に掲げる事項について、教授会の議を経て、学長が行う。 

 (1) 学生の身分の取り扱い 

 (2) 履修科目及び単位数 

 (3) 履修期間 

 (4) 対象となる学生 

 (5) 受け入れ手続き 

 (6) 単位の取り扱い 

 (7) 授業料等の取り扱い 

 (8) その他必要事項 

３ 協議を行おうとする大学が海外の大学等の場合は、前項の規定にかかわらず、必要な

事項について、教授会の議を経て、学長が協議を行なう。 

（入学志願） 

第６条 特別聴講学生として入学を志願する者は、特別聴講学生入学願書（様式第１号）

に入学検定料を添えて、所定の期間内に学長に提出しなければならない。 

（選考） 

第７条 特別聴講学生の選考は、前条の規定により提出された書類に基づいて、教務委員

会の議を経て教授会が行う。 

 （入学手続及び入学許可） 

第８条 前条の選考に合格した者は、所定の期間内に本学の指定する書類を学長に提出す

るとともに、入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の手続きを行った者について入学を許可するものとする。 

 （単位の授与） 

第９条 特別聴講学生は、履修した授業科目について、試験を受けることができる。 

２ 前項の試験に合格した者については、所定の単位を与える。 

３ 前項の規定により授与された単位については、本人の請求により単位修得証明書を交

付することができる。 

 （その他） 

第 10 条 この規程及びこの規程に基づき別に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必

要な事項は、学則の規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。



様式第１号 
平成  年  月  日

 

特 別 聴 講 学 生 入 学 願 書 

 
島根県立大学短期大学部学長  殿 
 

所属大学等    
 
学生番号     
 
氏  名     
 
指導教官署名 

 
下記のとおり、貴学の授業科目を履修したいので、指導教官の承認を得て申請します。 
 

記 
 
１ 履修希望学部等    
 
２ 履修希望期間    平成  年  月  日から 平成  年  月  日まで 

 
３ 履修希望授業科目等 
 

授業科目名 単 位 担当教官 曜 日 時限 期別 

      

      

      

      

      

 
４ 学生教育研究災害傷害保険に加入しています。（はい・いいえ） 
 
５ 履修時の予定住所等 
      郵便番号     ‐ 
      電話番号     ‐   ‐ 
  


